
安定ヨウ素剤事前配布に係るフロー（一年目） 

【全市域の希望者に配布する場合】 

１回の説明会（２００人想定） 

医師  １人 

保健師 ５人※相談窓口 

職員  ８人※事務担当 

・医師、保健師、職員関係の日程・会場調整 
・配布台帳システムの構築   

※対象者は市民の希望者  

医師・保健師・職員への研修 

配布にかかる基礎知識を習得させ

るため 

保健師・職員への研修 

3 歳未満への溶剤調剤の実務研修 

全職員対象 

事前配布開催（１次） 

各支所・本庁ごとの施設で各２

回開催 

市民への事前配布方法周知 

自治会長会への回覧、市広報誌、折込チラシ等で周知する。 

事前配布開催（２次） 

篠山・丹南地区の施設で各１回

開催 

診療所での事前配布

（随時） 

４診療所で希望者に随

時配布する 

●希望者への上記事前配布作業フローは、毎年行う。 

●市民への安定ヨウ素剤の服用等については、原子力防災対策と合わせて周知を行う（市広

報誌、住民学習会などを活用する。）。 

●３年目以降は、上記作業に配布済み者への更新の通知、古い薬剤の回収が必要 
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